
○
少
年
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
・
新
旧
対
照
表
（
抜
粋
）

改

正

後

現

行

（
検
察
官
の
関
与
）

第
二
十
二
条
の
二

家
庭
裁
判
所
は
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に

（
新
設
）

掲
げ
る
少
年
に
係
る
事
件
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
罪
の
も
の

に
お
い
て
、
そ
の
非
行
事
実
を
認
定
す
る
た
め
の
審
判
の
手
続

に
検
察
官
が
関
与
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定

を
も
つ
て
、
審
判
に
検
察
官
を
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
被
害
者
を
死
亡
さ
せ
た
罪

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は

短
期
二
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
当
た
る
罪

２

家
庭
裁
判
所
は
、
前
項
の
決
定
を
す
る
に
は
、
検
察
官
の
申

出
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
察
官
の
意
見
を
聴

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

検
察
官
は
、
第
一
項
の
決
定
が
あ
つ
た
事
件
に
お
い
て
、
そ

の
非
行
事
実
の
認
定
に
資
す
る
た
め
必
要
な
限
度
で
、
最
高
裁

判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
件
の
記
録
及
び
証
拠

物
を
閲
覧
し
及
び
謄
写
し
、
審
判
の
手
続
（
事
件
を
終
局
さ
せ

る
決
定
の
告
知
を
含
む
。
）
に
立
ち
会
い
、
少
年
及
び
証
人
そ

の
他
の
関
係
人
に
発
問
し
、
並
び
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
検
察
官
が
関
与
す
る
場
合
の
国
選
付
添
人
）

第
二
十
二
条
の
三

家
庭
裁
判
所
は
、
前
条
第
一
項
の
決
定
を
し

（
新
設
）

た
場
合
に
お
い
て
、
少
年
に
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
が
な
い
と

き
は
、
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
家
庭
裁
判
所
が
付
す
べ
き
付
添
人
は
、

最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
選
任
す
る
も
の

と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
付
添
人
は
、
旅
費
、
日
当

、
宿
泊
料
及
び
報
酬
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
抗
告
受
理
の
申
立
て
）

第
三
十
二
条
の
四

検
察
官
は
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
決

（
新
設
）

定
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
保
護
処
分
に
付
さ
な
い
決
定

又
は
保
護
処
分
の
決
定
に
対
し
、
同
項
の
決
定
が
あ
つ
た
事
件

の
非
行
事
実
の
認
定
に
関
し
、
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
法
令
の

違
反
又
は
重
大
な
事
実
の
誤
認
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
と

き
に
限
り
、
高
等
裁
判
所
に
対
し
、
二
週
間
以
内
に
、
抗
告
審

と
し
て
事
件
を
受
理
す
べ
き
こ
と
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

（
略
）

３

高
等
裁
判
所
は
、
抗
告
受
理
の
申
立
て
が
さ
れ
た
場
合
に
お

い
て
、
抗
告
審
と
し
て
事
件
を
受
理
す
る
の
を
相
当
と
認
め
る

と
き
は
、
こ
れ
を
受
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
は
、
そ
の
旨
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
～
６

（
略
）

（
新
設
）

（
事
件
が
受
理
さ
れ
た
場
合
の
国
選
付
添
人
）

第
三
十
二
条
の
五

前
条
第
三
項
の
決
定
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い

て
、
少
年
に
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
が
な
い
と
き
は
、
抗
告
裁

判
所
は
、
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

（
新
設
）

（
準
用
）

第
三
十
二
条
の
六

第
三
十
二
条
の
二
、
第
三
十
二
条
の
三
及
び

前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
抗
告
審
の
審
理
に
つ
い
て
は
、

そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
家
庭
裁
判
所
の
審
判
に
関
す
る

規
定
を
準
用
す
る
。
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